
取扱禁止商材・禁止行為ガイドライン
楽天市場では、禁止商材 禁止行為を定めたうえで、それらが確認された場合には、店舗様へ随時改善を要請しております。

 また、禁止商材 禁止行為に対して、その内容に応じて一定の点数を付け、その合計点数に基づき、表示制限、機能利用制限、営業停止、違約金徴収等
の措置を講じる制度を設けております(2016年9月1日より運用開始)。

 ※制度の詳細に関しましては、違反点数制度に関するガイドラインをご確認ください。

■改定履歴はこちらからご確認ください（最終改定日　2018年9月27日）

※以下の表はPDF でもご覧いただけます。

Ⅰ 禁止商材(禁止商材)
次に定める禁止商材については、それらを楽天市場で商品登録、提供（景品 お試し品等として提供することも含む）することおよびその旨を表示する
ことをおやめください。

(1)法令で販売・所持が規制されているもの

分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(1)-1
 銃刀法違反

商品

銃砲類、模造けん銃、けん銃部品、銃弾、
砲弾、火縄銃等の古式銃砲、刀剣類、改造
モデルガン、改造エアガン、金属製のモデ
ルガン

※法律上の許可、
登録等をされてい
る店舗様であって
も一律禁止とさせ
ていただきます。

 ※アウトドア用ナ
イフ、文房具、料
理用包丁など「刀
剣類」にあたらな
い場合がありま
す。

・銃砲刀剣類所持
等取締法

 ・モデルガン、エ
アーソフトガンに
ついて(警視庁)

10
0

Ⅰ-(1)-2
 麻薬全般

麻薬、あへん、覚せい剤、向精神薬などの
薬物、大麻草やけしなどの植物

・覚せい剤取締法
 ・大麻取締法

 ・麻薬及び向精神
薬取締法

 ・あへん法

10
0

Ⅰ 禁止商材(禁止商材)
　 (1)法令で販売 所持が規制されているもの

 　 (2)公序良俗、モラルに反するもの
 　 (3)商品に関する契約等で譲渡 転売が禁止されているもの

 　 (4)悪用されるおそれのあるもの
 　 (5)青少年の保護育成上好ましくないもの

 　 (6)危険なもの
 　 (7)他人の権利 利益を侵害する可能性のあるもの

 　 (8)その他当社が不適切と判断したもの
 

Ⅰ 禁止商材(事前に審査が必要となる商品)
　 (9)当社所定の審査を受けずに出品されている商品

 

Ⅱ 禁止行為
　 (1)法令 公序良俗に反する行為

 　 (2)価格表示に関する禁止行為
 　 (3)表示全般に関する禁止行為
 　 (4)楽天又は第三者の権利を侵害する行為

 　 (5)レビューに関する禁止行為
 　 (6)課金を回避することを目的とする行為

 　 (7)決済に関する禁止行為
 　 (8)不正なシステム利用

 　 (9)その他当社が不適当と判断した行為
 



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(1)-3
 人体、臓

器 細胞
血液

人体、臓器、細胞、血液 ・臓器の移植に関
する法律

10
0

Ⅰ-(1)-4
 偽造文書等

偽造された文書、有価証券、通貨、カード
(偽造キャッシュカード、偽造クレジットカ
ード、偽造テレホンカード)、ホワイトカー
ド・ICチップ、データスキミング装置、偽
造印鑑

・刑法第154条、1
55条、156条、15
7条、158条、159
条、160条、161
条、161条の2

80

Ⅰ-(1)-5
 密猟された

動植物、販
売禁止鳥獣

密猟された動植物、販売禁止鳥獣 ・鳥獣の保護及び
管理並びに狩猟の
適正化に関する法
律

 ・絶滅のおそれの
ある野生動植物の
種の保存に関する
法律

80

Ⅰ-(1)-6
 犯罪行為に

より取得さ
れた商品

窃盗、強盗、詐欺、恐喝などにより取得さ
れた商品

・刑法第256条 80

Ⅰ-(1)-7
 宝くじ 富

くじ、公営
競技投票
券、スポー
ツ振興くじ

宝くじ、富くじ、公営競技投票券、スポー
ツ振興くじ

・当せん金付証票
法

80

Ⅰ-(1)-8
 医薬品成分

入り健康食
品、医薬品
成分入り化
粧品

未承認医薬品(医薬品成分が合有されている
が日本国内で医薬品として承認されていな
いもの)

 ・下記リストに掲載されている医薬品成分
を含有する健康食品

 ※【東京都福祉保健局】専ら医薬品として
使用される成分本質(原材料)リストはこち
ら

 ・薬機法により配合が禁止されている医薬
品成分を含有する化粧品

・薬機法関連商材
の取扱いに関する
ガイドライン

 ・医薬品、医療機
器等の品質 有効
性及び安全性の確
保等に関する法律_
第55条第2項、第6
8条

80



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(1)-9
 高度管理医

療機器とし
ての承認を
得ていない
コンタクト
レンズ

高度管理医療機器としての承認を得ていな
いコンタクトレンズ

※視力補正を目的
としないコンタク
トレンズ(おしゃれ
用カラーコンタク
トレンズ)について
も、視力補正用と
同様に薬機法の規
制対象になってい
ますので、高度管
理医療機器として
承認されていない
製品は取扱いでき
ません。

・医薬品、医療機
器等の品質、有効
性及び安全性の確
保等に関する法律_
第2条第5項、第68
条

80

Ⅰ-(1)-10
 医療用医薬

品

・医療用医薬品(処方せん医薬品に指定され
ている医薬品)

 ・医師若しくは歯科医師によって使用され
またはこれらの者の処方せん若しくは指示
によって使用されることを目的として供給
される医薬品

 (例)医師による処方せんがないと購入でき
ない医薬品「タミフル」「バイアグラ」な
ど

 ※処方せんが無くても購入できる医療用医
薬品も対象

※楽天市場で取扱
いが可能な医薬品
は、「一般用医薬
品」のみとなりま
す。

 ※参考︓一般用医
薬品の定義

 医療用医薬品とし
て取扱われる医薬
品以外の医薬品

 (例)医師による処方
せんが無くても購
入できる「ルル」
「バファリン」
「パブロン」など

・医薬品取扱いに
関するガイドライ
ン_８．禁止事項_
１)次に掲げる医薬
品の販売_ア．医療
用医薬品

 ・医薬品、医療機
器等の品質、有効
性及び安全性の確
保等に関する法律_
第49条

35

Ⅰ-(1)-11
 要指導医薬

品

厚生労働省の定める要指導医薬品
 ※【厚生労働省】要指導医薬品一覧はこち

ら

・医薬品取扱いに
関するガイドライ
ン_８．禁止事項_
１)次に掲げる医薬
品の販売_ウ．要指
導医薬品

 ・医薬品、医療機
器等の品質、有効
性及び安全性の確
保等に関する法律_
第4条第5項第2
号、第36条の5、
第36条の6

35

Ⅰ-(1)-12
 特殊開錠用

具所持禁止
法に抵触す
る道具

ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、
ホールソーのシリンダー用軸、サムターン
回し

・特殊開錠用具の
所持の禁止等に関
する法律

35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(1)-13
 不正な改造

を施された
自動車車体
及び自動二
輪車

以下のいずれかの改造を行っている自動車
車体及び自動二輪車

 灯火類の灯火の色等の変更
 ・運転席および助手席の窓ガラスへの着色

フィルムの貼り付け
 ・ディーゼル自動車の排出する黒煙

 ・タイヤおよびホイールの車体(フェンダ
ー)外へのはみ出し

 ・突入防止装置の切断、取り外し、荷台さ
し枠の取り付けおよび排気管の開口方向違
反

 ・消音器(マフラー)の切断、取り外し
 ・前面ガラス等への装飾板の取り付け
 ・基準外のウイングの取り付け

 ・速度抑制装置(スピードリミッター)の解
除、取り外し

※道路運送車両法
の遵守をお願いい
たします。

・道路運送車両法_
第99条の2

35

Ⅰ-(1)-14
 法令が定め

る規格・基
準に適合し
ていること
が確認でき
ない商品

下記の表示・マークが貼付されていない商
品

 （偽造された表示・マークを貼付している
場合も含む）

 ■PSCマーク
 ※登山用ロープ、家庭用の圧力なべ及び圧

力がま、乗車用ヘルメット、石油給湯機、
石油ふろがま、石油ストーブ、乳幼児用ベ
ッド、携帯用レーザー応用装置（レーザー
ポインター）、浴槽用温水循環器、ライタ
ー

 ■P E ク
 ※ゴム絶縁電線、直流電源装置、単相電動

機、電気こたつ
 ■PSTGマーク

 ※半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器、半密閉燃
焼式ガスストーブ、半密閉燃焼式ガスバー
ナー付ふろがま、ガスふろバーナー、開放
燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガス瞬間湯沸
器 開放燃焼式 密閉燃焼式 屋外式ガス
ストーブ、密閉燃焼式・屋外式ガスバーナ
ー付ふろがま、ガスこんろ

 ■PSLPGマーク
 ※半密閉式瞬間湯沸器、半密閉式ストー

ブ、半密閉式バーナー付ふろがま、ふろバ
ーナー、ふろがま、カートリッジガスこん
ろ、ガス栓、開放式・密閉式・屋外式瞬間
湯沸器 開放式 密閉式 屋外式スト
ブ、密閉式・屋外式バーナー付ふろがま、
一般ガスこんろ、調整器、高圧ホース、低
圧ホース、対震遮断器、ガス漏れ警報器

 ■Eマーク
 ※自動車用チャイルドシート

・消費生活用製品
安全法_第2条、第
4条

 消費生活用製品
安全法施行令_第1
条

 ・電気用品安全法
 ・ガス事業法

 ・液化石油ガスの
保安の確保及び取
引の適正化に関す
る法律

 ・電波法

35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(1)-16
 違法行為(ダ

フ屋行為等)
により入手
したチケッ
ト、金券

違法行為(ダフ屋行為等)により入手したチ
ケット、金券

※転売目的で購入
されたチケットを
販売することはダ
フ屋行為として条
例により禁止され
ている場合があり
ます。

・物価統制令_第9
条の2、第10条

 ・(東京都)公衆に
著しく迷惑をかけ
る暴力的不良行為
等の防止に関する
条例_第2条

35

Ⅰ-(1)-17
 医薬品・医

療機器・医
薬部外品・
化粧品の定
義に該当す
るにも関わ
らず、薬機
法上の承
認・届出が
なされてい
ない商品

・使用目的が医薬品的用途であるにも関わ
らず、医薬品として薬機法上の承認・届出
等がなされていない商品

 ・使用目的が医療機器的用途であるにも関
わらず、医療機器として薬機法上の承認・
届出等がなされていない商品

 ・使用目的が医薬部外品的用途であるにも
関わらず、医薬部外品として薬機法上の承
認・届出等がなされていない商品

 ・使用目的が化粧品的用途であるにも関わ
らず、化粧品として薬機法上の承認・届出
等がなされていない商品

※日本国内で、医
薬品・医療機器・
医薬部外品・化粧
品として承認・届
出がなされている
商品には、それぞ
れの製品区分に応
じた法定事項表示
が日本語で直接の
容器又は直接の被
包に貼付されてい
ます。法定表示事
項が貼付されてい
ない商品は本項目
に該当するものと
判断します。

 ※法定表示事項を
製品に貼付するた
めには、薬機法上
の許認可が必要に
なります。

・医薬品、医療機
器等の品質、有効
性及び安全性の確
保等に関する法律_
第50条、第59条、
第61条、第63条

35

(2)公序良俗、モラルに反するもの

分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(2)-1
 危険ドラッ

グ

危険ドラッグ、合法ドラッグ、脱法ハーブ
 ※【東京都福祉保健局】薬物データベース

はこちら

・【東京都福祉保
健局】みんなで知
ろう危険ドラッグ

10
0

Ⅰ-(2)-2
 シンナーな

どの有機溶
剤、ガス

シンナーなどの有機溶剤、ガス ※販売等自体が法
令で禁止されてい
なくても、本来の
用途と異なる目的
を意図して販売し
た場合については
禁止商材に該当す
る場合がございま
す。

35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(2)-3
 生体

・哺乳類、鳥類、爬虫類の販売
 ・魚類、両生類、昆虫の通常購入以外(プレ

ゼ ト オ ク ョ ) もしくはクレ ッ
トカード決済での販売

※動物愛護法に
て、哺乳類、鳥
類 爬虫類は対面
にて販売する必要
があるため、イン
ターネット上のみ
で売買契約を成立
させることは禁止
されております。

 ※動物愛護の観点
から 通常購入以
外の取扱方法(プレ
ゼント・オークシ
ョン)は禁止とさせ
ていただきます。

 ※クレジットカー
ド決済での販売の
違反行為につきま
しては 楽天ペイ
（楽天市場決済）
導入までは違反点
数の加点対象には
いたしません。

・動物の愛護及び
管理に関する法律_
第21条の4

35

Ⅰ-(2)-4
 汚物、排泄

物、廃棄
物、動物死
体

汚物、排泄物、廃棄物、動物死体 35

Ⅰ (2) 5
 グロテスク

な商品、嫌
悪感または
不快感を与
える商品

死体画像 犯罪現場の画像 35

Ⅰ-(2)-6
 使用済みの

下着、制
服 水着
体操服

使用済みの下着、制服、水着、体操服 ※使用目的・販売
目的を問わず一律
禁止とさせていた
だきます。

35

Ⅰ-(2)-7
 盗撮写真、

盗撮ビデ
オ、盗聴も
しくは無断
録音された
テープ類

盗撮写真、盗撮ビデオ、盗聴もしくは無断
録音されたテープ類

35

Ⅰ-(2)-8
 モザイク除

去機器

モザイク除去機器 35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(2)-9
 一度使用さ

れたことの
ある鍵、マ
スターキー

一度使用されたことのある鍵、マスターキ
ー

35

Ⅰ-(2)-10
 反社会的勢

力の名称ま
たはロゴ等
が入ってい
る商品

反社会的勢力の名称・ロゴ等が入っている
商品

35

Ⅰ-(2)-11
 交通取締を

免れる等の
脱法目的に
利用される
おそれのあ
る商品

・道路運送車両法に抵触するナンバープレ
ートカバー、フレーム、ボルトカバー※

 ・シートベルトキャンセラー（シートベル
ト未装着時に鳴る警告音を消す装置）

※に関しては、オ
ービス撮影対策の
赤外線ナンバープ
レートや、風圧で
倒れるナンバープ
レート、ナンバー
プレートカバー
（透明なナンバー
プレートカバーも
含みます）等が禁
止商材の対象とな
ります。

 詳細は国交省HPを
ご確認ください。

・道路運送車両法
 ・道路交通法

35

Ⅰ-(2)-12
 犯罪を誘発

するおそれ
のある商品

犯罪方法やテロ行為の手引き、爆発物や武
器の製造方法を伝授する商品

35

(3)商品に関する契約等で譲渡・転売が禁止されているもの

分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(3)-1
 譲渡転売が

禁止されて
いる商品

譲渡・転売が禁止されている以下の商品
 ・預貯金または証券の口座、預貯金通帳、

クレ ットカ ド キャッ ュカ ド ロ
ーンカード

 ・航空会社のマイレージ、その他各種ポイ
ントカード、会員証

 ・航空券、乗車券、入場券
 ・サンプル盤、デモ盤として貸与されてい

るCD、DVD、ソフト
 ・企業が販促のために頒布しているポスタ

パ フレット 看板
 ・開通済みの携帯電話、PHS、ポケットベ

ル
 ・お買いものパンダグッズ等の当社ノベル

ティ商品 (※)

【加点猶予期間】
 ※に関しまして

は 2018年11月3
0日まで違反点数の
加点対象とはいた
しません。

20

(4)悪用されるおそれのあるもの

分類 禁止商材 禁止事項 補足説明 参考資料
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(4)-1
 個人情報、

プライバシ
ーに関する
情報

名簿、卒業アルバム、紳士録、住所、住民
票、戸籍抄本・謄本、登記簿謄本、他人の
ＩＤもしくはパスワードの販売

35

Ⅰ-(4)-2
 身分証明書

免許証、パスポート、健康保険証 35

Ⅰ-(4)-3
 官公庁また

は企業の入
館証、社員
章、役職や
資格、身分
を示すバッ
チ、制服

官公庁または企業の入館証、社員章、役職
や身分を示すバッチ 議員バッチ 弁護士
バッチ、警察官制服、警察手帳

※委託を受けて真
正な入館証等を制
作するサービスは
取扱可能です。

35

Ⅰ-(4)-4
 盗聴または

盗撮に悪用
されるおそ
れのある商
品

ピンホールカメラまたは小型カメラが仕込
まれたカモフラージュカメラ(ペン、めが
ね 時計等 カメ 以外の商品に見せかけ
たカメラ)、コンクリートマイク、盗聴電波
受信用のレシーバ

35

Ⅰ-(4)-5
 印影から印

章を作成す
るサービス

印影から印章を作成するサービス 35



(5)青少年の保護育成上好ましくないもの

分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(5)-1
 児童ポルノ

作品

当社が指定する児童ポルノおよび児童ポル
ノに該当するおそれのある作品

 ※リストはこちら

・児童買春、児童
ポルノに係る行為
等の規制及び処罰
並びに児童の保護
等に関する法律

10
0

Ⅰ-(5)-2
 青少年の保

護育成上好
ましくない
商品

当社が指定する青少年の保護育成上好まし
くないビデオ、ＤＶＤ、写真集、ゲームソ
フト、書籍、雑誌、フィギュア等

 ※リストはこちら

【加点猶予期間に
ついて】

 新たにリストに追
加された商品につ
いては、下記の通
り違反点数加点猶
予期間を設けてお
りますが、これら
商品につきまして
も、万一取扱いが
ある場合には、速
やかに削除頂きま
すようお願いいた
します。

 ※各商品のリスト
追加日について
は、リストのE列
「update」部分を
ご参照ください。

 ・2018/06/28追加
⇒2018/09/30まで
は違反点数加点対
象外

 ・2018/07/26追加
⇒2018/10/31まで
は違反点数加点対
象外

 ・2018/08/30追加
⇒2018/11/30まで
は違反点数加店対
象外

 ・2018/09/27追加
⇒2018/12/31まで
は違反点数加店対
象外

35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(5)-3
 アダルトグ

ッズ

いわゆる大人のおもちゃ、マッサージ目的
をうたう商品

 ■商品の形状 機能 構造 パッケ 等
から下記条件に該当する商品

 ・性的感情を刺激する又は性的欲望を満た
すために使用される玩具、道具

 ・性器を露骨に表現し又は容易に連想させ
る形状の玩具、道具

 ・専ら性的な行為の用に供する商品(コンド
ームを除く)に該当すると確認した商品

 (商品例) 
 SMグッズ(手枷、足枷、鞭)、オナホール、

ダッチワイフ、エアドール、ラブドール、
ラブピロー、バイブレーター、ピンクロー
ター、コックリング、包茎矯正リング、ペ
ニス増大器具、ディルド、マグラ、ペニス
バンド、膣トレーニンググッズ、アナルパ
ール、媚薬、ラブコスメ、スケベ椅子

 ※ロ ョ ェルに関しては性的行為
を示唆する表現の記載を禁止とさせていた
だきます。

35

Ⅰ-(5)-4
 性風俗店の

宣伝広告、
チケットな
ど

性風俗店の宣伝広告、チケット 35

(6)危険なもの

分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(6)-1
 爆発物、危

険物

火薬、爆発物、灯油、ガソリン、各種高圧
ガス、液化石油ガス

 ※家庭用の花火は除く

※有資格者であっ
ても一律禁止とさ
せていただきま
す。

 ※キャ プ用品
調理器具用品など
商品形態によって
は取扱可能な場合
がございます。

・火薬類取締法
 ・消防法

 ・危険物の規制に
関する政令

 高圧ガス保安法
 ・液化石油ガスの

保安の確保及び取
引の適正化に関す
る法律

35

Ⅰ-(6)-2
 劇物・毒物

劇物(医薬用外劇物)、毒物( 医薬用外毒物)
 ※「毒物及び劇物取締法 (毒劇法)−毒物劇

物の検索」はこちら

・毒物及び劇物取
締法

35

Ⅰ-(6)-3
 注射針のつ

いた注射器

注射針のついた注射器(サージカルニードル
など)

※新品であっても
禁止とさせていた
だきます。

35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(6)-4
 武器として

使用される
おそれのあ
る商品

多節棍、トンファー、バタフライナイフ、
手裏剣、ボーガン、クロスボウ、洋弓銃、
スタ ガ スピアガ 水中銃 スリ
グショット、催涙スプレー、秘匿性の高い
刃物、ヌンチャク、ナックルガード、メリ
ケンサック、警棒

35

(7)他人の権利・利益を侵害する可能性のあるもの

分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイド

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(7)-1
 権利侵害品

・偽ブランド品、真正のブランド品である
と証明できない商品

 ・ブランド品とデザインやロゴマークが類
似する商品

 ・レプリカ、ブランド品の一部や包装用具
を加工したリメイク品

 ・その他、消費者がブランド品と混同、誤
解 類似するものと意識する商品

 ・その他、他人の商標権を侵害する商品

※オリジナルブラ
ンドをうたうも
の、「事情がわか
る方、シャレがわ
かる方のみ購入し
てください」や
「あくまでもレプ
リカです」 「パ
ロディ商品です」
といった表現があ
っても禁止とさせ
ていただきます。

・商標法
 ・著作権法

 ・不正競争防止法
 ・意匠法

 ・実用新案法
 ・特許法

 ・楽天市場出店規
約18条1項5号

 ・ブランド品取扱
いに関するガイド
ライン_真贋に関す
るトラブルについ
て、法令遵守・権
利利益保護および
権利侵害品のお取
扱いに いて

10
0

・CD・DVD・ビデオ・テープ・ソフトウェ
ア・ゲームソフトなどのコピー、複製され
たデジタルデータそのものおよびその記録
媒体、テレビ・ラジオの録画録音テープ、
海賊版 許諾なく他人の著作物をプレイ
ストールしたハードウェアなどの機器、い
わゆるマジコン、コピーガードキャンセラ
ー、スクランブルキャンセラー、MODチッ
プ、ベータ版、アカデミーパックの転売、
ボリュームライセンス商品の転売・ばら売
り

 ・その他、他人の著作権を侵害する商品

・アイドルコラージュ、有名人の生写真、
有名人の画像や名前を無断で使用した商品

※本人、所属事務
所など権利者の許
諾を得ている場合
を除きます。

・他人の業務を妨害したり迷惑をかける商
品、他人を誹謗、中傷、差別するおそれの
ある商品、その他他人の名誉、信用を毀損
する商品

・その他、他人の権利を侵害する商品

(8)その他当社が不適切と判断したもの



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(8)-1
 健康被害等

の重大な事
故を引き起
こすおそれ
のある商品

・身体への安全性が確認できない食品
 ・ 開封済の医薬品、医薬部外品、化粧品

 （例）
 一度ふたを開けた医薬品、医薬部外品、化

粧品など 内容物が外気に触れる状態とな
った商品が対象となります。

 ・小売店、BtoCサイト等、一般消費者のみ
を対象とした販売店から購入した食品(※)

【加点猶予期間に
ついて】

 ※に関しまして
は、2018年12月3
1日までは違反点数
の加点対象とはい
たしません。

・医薬品、医療機
器等の品質、有効
性及び安全性の確
保等に関する法律

35

Ⅰ-(8)-2
 「消費期

限」の切れ
た食品

「消費期限」の切れた食品 ・食品衛生法 35

Ⅰ-(8)-3
 使用期限切

れ医薬品

使用期限の切れた医薬品、医薬部外品、化
粧品、動物用医薬品、動物用医薬部外品

・医薬品取扱いに
関するガイドライ

医薬品販売にあ
たっての遵守事項_
８．禁止事項_５)
使用期限の切れた
医薬品の販売

 ・医薬品取扱いに
関するガイドライ
ン_医薬品販売にあ
た ての遵守事項
１．必須記載事項
の記載_３)商品ペ
ージ(全ての医薬品
の商品ページに記
載が必要)_エ．医
薬品の使用期限

 ・医薬品、医療機
器等の品質 有効
性及び安全性の確
保等に関する法律

35

Ⅰ-(8)-4
 医薬品以外

の性的機能
の強化・改
善を目的と
する商品(精
力剤)

以下の文言が商品名に含まれる商品、もし
くは以下の文言が商品説明文等に記載され
ている商品

 精力、絶倫、勃起、陰茎、強精、射精、早
漏、男性機能、性的機能、生殖機能、バイ
アグラ、ナイトライフ、ナイトサプリ

35

Ⅰ (8) 5
 鯨、イルカ

の部位を用
いた製品

鯨肉 イルカ肉 鯨およびイルカから採取
された皮、脂、骨等の部位、およびそれら
の加工品

35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(8)-6
 招待代行

等 ゲ ム
に関するデ
ータや特典
その他の利
益

ゲーム等のアカウント、招待ID、および顧
客の招待IDを使用することを約する類のサ

ビス(招待代行)など ゲ ムに関するデ
ータ、特典その他の利益、RMT（リアルマ
ネートレード）

35

Ⅰ-(8)-7
 中古エアバ

ッグ

中古エアバッグ 20

Ⅰ-(8)-8
 反社会的宗

教団体と関
連する商品

反社会的宗教団体と関連する商品 20

Ⅰ-(8)-9
 楽天市場の

運営を妨げ
るおそれの
ある商品

スクリプトを使用するなどしてRMSその他
当社のシステムに悪影響を及ぼす可能性の
あるソフトウェア

20

Ⅰ-(8)-10
 【海外出店

者及び個人
輸入代行出
店者向け】
取扱禁止商
材ガイドラ
イン違反

【海外出店者及び個人輸入代行出店者向
け】取扱禁止商材ガイドラインにおいて定
められている商品

 ※ガイド イ の詳細はこちら

・【海外出店者及
び個人輸入代行出
店者向け】取扱禁
止商材ガイド イ
ン

35

Ⅰ-(8)-11
 希少動物や

その加工品

ぞう科の牙（象牙）やうみがめ科（タイマ
イ等）の甲、およびそれらを用いた製品

35

Ⅰ 禁止商材(事前に審査が必要となる商品)
次に定める事前に審査が必要となる商材については、取扱い許可が出ていない状態で、それらを楽天市場で商品登録、提供（景品 お試し品等として提
供することも含む）することおよびその旨を表示することをおやめください。

(9)当社所定の審査を受けずに出品されている商品

分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(9)-1
 医薬品、医

薬部外品、
医療機器、
化粧品

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・医薬品取扱いに
関するガイドライ
ン_医薬品取扱の申
請について

 ・薬機法関連商材
の取扱いに関する
ガイドライン

 ・医薬品、医療機
器等の品質、有効
性及び安全性の確
保等に関する法律_
第2条

35

Ⅰ-(9)-2
 動物用医薬

品、動物用
医薬部外品

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・医薬品、医療機
器等の品質、有効
性及び安全性の確
保等に関する法律_
第2条

35

Ⅰ-(9)-3
 健康食品
 ※海外製

品、ペット
向け商品も
含みます

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・薬機法関連商材
の取扱いに関する
ガイドライン

35

Ⅰ-(9)-4
 製造・販売

にあたって
行政機関か
らの許可が
必要となる
食品

未審査での取扱い ※食品の製造・販
売にあたっては保
健所の許可がいる
場合があります。
食品の種類や地域
により基準が異な
りますので、お近
くの保健所にご確
認ください。

・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・食品衛生法

35

Ⅰ-(9)-5
 おせち料理

セット

未審査での取扱い ※「おせち料理セ
ット」の販売につ
きましては食品営
業許可の必要有無
に関わらず事前に
審査が必要となり
ます。

・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(9)-6
 酒類

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・酒税法

35

Ⅰ-(9)-7
 たばこ

 ※海外から
のおみやげ
たばこを含
みます

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・たばこ事業法

35

Ⅰ-(9)-8
 ブランド品

未審査での取扱い ※対象ブランドに
つきましては「ブ
ランド品取扱いに
関するガイドライ
ン」をご確認くだ
さい。

・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・ブランド品取扱
いに関するガイド
ライン

35

Ⅰ-(9)-9
 ブランドノ

ベルティ品
 ※企業が自

社や自社商
品の宣伝等
の目的で、
自社の企業
名やブラン
ド名称を入
れて無料配
布する商品

未審査での取扱い ※対象ブランドに
つきましては「ブ
ランドノベルティ
品の取扱いに関す
るガイドライン」
をご確認くださ
い。

・ブランドノベル
ティ品の取扱いに
関するガイドライ
ン

35

Ⅰ-(9)-10
 中古品

 ※中古ゲー
ムソフト、
ブランドリ
サイクル
品、中古車
を含みます

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・中古品(古物・海
外直輸入古物) 取扱
いに関するガイド
ライン_「古物」取
扱いにあたっての
事前審査について

 ・古物営業法(店舗
運営マニュアル)

 ・古物営業法

35

Ⅰ-(9)-11
 生体

 ※昆虫、魚
類、両生類

未審査での取扱い ※哺乳類、鳥類、
爬虫類は禁止商材
となりますのでご
注意ください。

・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

35



分類 禁止商材／禁止事項 補足説明 参考資料・
 関連規約ガイドラ

イン等

違
反
点
数

Ⅰ-(9)-14
 PCソフトウ

ェア
 ※詳細はこ

ちらをご確
認ください

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

35

Ⅰ-(9)-15
 携帯電話等

中古携帯通
信端末

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・中古携帯通信端
末取扱いに関する
ガイドライン

35

Ⅰ-(9)-16
 回線契約を

伴う商品
 ※ADSL、

光回線、モ
バイル通信
回線等の回
線契約を伴
う商品、ま
たは、それ
に類すると
判断される
商品

未審査での取扱い ・回線契約を伴う
商品販売に関する
ガイドライン

35

Ⅰ-(9)-17
 車体

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

35

Ⅰ-(9)-18
 金券

未審査での取扱い ※対象につきまし
ては「金券類に関
するルール(金券ガ
イドライン)」をご
確認ください。

・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

 ・金券類に関する
ルール(金券ガイド
ライン)

35

Ⅰ-(9)-19
 有価証券・

会員権
 ※ゴルフ会

員権も含み
ます

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

35

Ⅰ-(9)-20
 金融・保険

未審査での取扱い ・お取扱いに事前
審査が必要な商材
に関するガイドラ
イン

35




























































